
職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

職員の給与に関する条例（昭和２６年ニセコ町条例第５号）の一部を次のように改正す

る。

第11条の２第１項中「幼児センター長」の次に「、幼児センター園長、幼児センター副

園長」を加える。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。


